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情報化施工技術を活用した施工管理及び監督・検査について 

 

 

情報化施工は、従来の施工技術と比べ、高い施工品質を実現すること並びに施工者の施

工管理及び発注者の監督・検査を効率化することから、直轄工事において積極的に活用し

ているところである。 

情報化施工については、「情報化施工技術の一般化・実用化の推進について」（平成22年

８月２日付国官技第113号、国総施第31号）に基づき、普及推進に取り組んでいるところで

あるが、情報化施工技術を活用した施工管理及び監督・検査について、その考え方及び要

領を別紙のとおり整理したので、本通達に基づき実施されたい。 

なお、通達「トータルステーションを用いた出来形管理技術の実用化について」（平成

22年3月31日付国官技第370号、国総施第284号）は廃止する。 

また、要領については、平成24年４月１日以降に契約の手続きを開始する工事において

適用するものとし、それ以外の工事においては監督職員と協議により適用を決定するもの

とする。 

 



 

別紙 

 

 

情報化施工技術を活用した施工管理及び監督・検査の考え方及び要領 

 

 

情報化施工技術の活用により、工事施工中の施工管理データが連続的に取得可能と

なることから、従来よりも多くの点で品質管理が可能となり、これまで以上の品質確

保が期待される。ついては、情報化施工技術を活用した施工管理及び監督・検査の考

え方及び要領を以下のとおりとする。 

 

 

１．情報化施工技術を活用した施工管理の基本的な考え方 

    施工者においては、施工管理データの取得によりトレーサビリティが確保され

るとともに、高精度の施工やデータ管理の簡略化・書類作成の負担軽減等が可能

となる。 

ついては、施工者においては、情報化施工機器の適切な調達及び管理等を行うと

ともに、適切な施工管理の下での施工を行うものとする。 

 

２．情報化施工技術を活用した監督・検査の基本的な考え方 

    発注者においては、従来の監督職員による現場確認が施工管理データの数値チ

ェック等で代替可能となるほか、検査職員による出来形・品質管理の規格値等の

確認について数値の自動チェックが今後可能となるなど効率化が期待される。 

    ついては、情報化施工の実施における監督・検査にあたっては以下の場面で確

認を行うこととする。 

 

  （１）工事施工前における使用機器の精度の確認 

       施工管理データが適切な管理のもと取得されるとともに、トレーサビリテ

ィが確保されるよう、工事施工前において、使用する測量機器の検定証明書や

ソフトウェアの仕様を示す資料等を確認するものとする。 

 

  （２）既済部分検査及び完了検査実施時における出来形・品質の確認 

       施工過程において取得された施工管理データが規格値を満足することを確

認するため、検査実施時において、取得されたデータの一部を確認する。検

査の実施方法は従来どおり、書面による検査及び実地による検査とする。 

 



 

 

 

３．施工管理及び監督・検査に関する要領 

上記１、２の目的を達成するため、当面の間、施工管理及び監督・検査に関す

る要領を以下のとおり定める。なお、適用にあたっては、個々の現場条件により

適切に運用されたい。 

 

（１）TS を用いた出来形管理 

  １）土工 

①TS を用いた出来形管理要領（土工編）（別紙１） 

②TS を用いた出来形管理の監督・検査要領（河川土工編）（別紙２） 

    ③TS を用いた出来形管理の監督・検査要領（道路土工編）（別紙３） 

２）舗装工 

①TS を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（別紙４） 

②TS を用いた出来形管理の監督・検査要領（舗装工事編）（別紙５） 

    

  （２）TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理 

     ①TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領（別紙６） 

②TS・GNSSを用いた盛土の締固めの監督・検査要領（別紙７） 

 

 

以上 


